
近年、性犯罪、DV（ドメスティック・バイオレ

ンス）、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行

為等は重大な人権侵害であるという認識が深まり、

それらに対する相談は増加傾向にあります。配偶者

暴力防止法が再改正され、保護命令の対象として身

体的暴力だけでなく脅迫行為も追加され、被害者対

策も進みつつありますが、相談体制の充実とともに、

各種関係機関の連携が重要とされています。

被害者が自身の尊厳を取り戻し、自立した生活を

送れるようにするためには、精神的ケアや就業支援

などさまざまな支援も必要となります。また、若年

者間においても親密な関係におけるDV被害が多い実

態が明らかになるなど、新たな課題も出てきており、

DVに関する啓発を一層深めていくことが必要です。

暴力をめぐる問題の他にも、的確な医療が受けら

れる環境づくりや「生涯にわたって自分のからだや

性に関することを自分で決める権利」にもとづく意

思決定が男女ともに行える環境づくりが求められて

います。

その他にも、ひとり親家庭や障害のある人、外国

籍の人など、社会的に困難を抱えやすい人々への支援

が行われ、誰もが人権を保障され、いきいきと暮らす

ことのできる社会をめざしていく必要があります。

“人権”を守る男女平等
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職場や家庭、地域等において生じる問題について、市民が気軽に相談できる体制が求められ

ています。それら市民が感じる悩みの中には、さまざまな男女の不平等から生じる問題も多くあ

り、各種相談を受ける際の視点としてジェンダー問題への理解が必要です。

相談に応じる相談員の資質向上や、各種相談や関連機関との連携をとるなど、相談者の立場に

たった相談体制の充実を図ります。
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相談体制の充実と支援11

①相談の充実

②相談員の資質の向上

③各種相談や関連機関との連携

■（右図）西東京市女性相談・相談内容内訳（平成19年度）
■（左図）西東京市女性相談・相談件数の推移（平成14～19年度）
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”
人
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施策 施策の内容 主な取り組み 区分 主たる担当課

女性相談の充談の充実〔⑮にも掲載〕 生活文化課

対象者ごとのきめ細かい相談の
充実 
・市民相談 
・子ども家庭相談 
・母子相談 
・教育相談        等  

関係各課

相談を周知するパンフレットの
作成・配布 

関係各課

相談の充実 男女平等の視点にた
ち、日々の暮らしの中
での自分自身のこと、
夫（妻）や子ども・親
のこと、職場の人間関
係などでの悩みや、
心・健康・からだのこ
と、家庭内暴力・ＤＶ
の問題などを、相談者
とともに解決の糸口を
見出していく相談事業
をすすめます。 

男性相談のあり方の検討〔⑮に
も掲載〕 生活文化課

研修に関する情報提供 
生活文化課
関係各課

スーパーバイズ※の実施 生活文化課

相談員の資質
の向上 

東京都等で実施する研
修情報を相談員へ提供
し、受講をすすめます。
また、相談対応を第三
者により評価し、質の
向上に努めます。 
今後は、外国語による
相談対応について検討
を行います。 

外国語（英語・韓国語等）での
対応についての検討 

生活文化課
関係各課

相談担当者連絡会の開催 関係各課
各種相談や関
連機関との連
携 

相談後の支援などがス
ムーズに行われるよ
う、相談窓口をもつ関
係各課や保健所などの
関係者による連絡会を
開催します。 
また、家庭内暴力・Ｄ
V・虐待等の早期発見・
対応のため、警察、病
院、民生・児童委員等
との連携を図ります。 

各種関連機関・専門家との連携
強化 
・保健所 
・病院 
・警察 
・児童相談所 
・民間シェルター※ 
・NPO  
・法律家         等  

生活文化課
関係各課

区分：新規 ＝　　 継続 ＝　　　拡充 ＝　　　　　網掛けは重点的な取り組み

スーパーバイズ

相談員が、相談者の訴えを明確に把握し、的確な対応をしているかどうかを、専門性をもった第三者の目を通して検討し、相談員の援助をす

る取り組み。

シェルター

DVの被害にあっている人が、緊急一時的に避難する宿泊のできる施設のことをシェルターという。宿泊場所を加害者に知られないようにす

る必要がある。
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暴力の被害を受けている女性が人権を回復するために必要な支援をうけられるよう、専門性を

もった相談員が相談にあたったり、支援機関についての情報を提供するなどの取り組みをすすめ

ていきます。

また暴力を起こさせないためにも、女性に対するさまざまな暴力はいずれも人権を脅かす行為

であり、公的な関係・私的な関係を問わず許されないものであるという認識を、広めていきます。
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女性をとりまくあらゆる暴力の防止12

①ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援

②セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、性暴力

等への適切な対応

■ 西東京市におけるDV被害の実態 ―2.2％の人は命の危険を感じるほどの暴力を受けた経験がある。

パートナー（配偶者や恋人など）からの暴力 

何度もあった 1、2度あった まったくない 無回答

(%)

命の危険を感じるくらいの暴行
をうける

医師の治療が必要となる程度の
暴行をうける

医師の治療が必要とならない程
度の暴行をうける

いやがっているのに性的な行為
を強要される

見たくないのにポルノビデオやポ
ルノ雑誌を見せられる

何を言っても無視され続ける

なぐるぞなどと身振りや言葉で
おどされる

自分の持ち物を壊される

だれのおかげで生活できるんだ
などと言われる

大声でどなられたり、ののしられ
る

サンプル数

817

817

817

817

817

817

817

817

817

817

0. 7

0. 6

1. 8

2. 3

0. 7

3. 5

2. 4

1. 5

3. 1

7. 1

1. 5

1. 3

4. 5

5. 1

2. 1

9. 8

6. 9

5. 1

7. 1

14.9

95.1

95.5

91.1

90.0

94.9

83.6

87.9

90.7

87.0

75.8

2. 7

2. 6

2. 6

2. 6

2. 3

3. 1

2. 8

2. 7

2. 8

2. 2

資料：男女平等市民意識調査（平成19年度）
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施策 施策の内容 主な取り組み 区分 主たる担当課
ＤＶに関する講座や講演会の開
催 

生活文化課

デートＤＶについての啓発 生活文化課

警察・病院等との連携 生活文化課
民間シェルターへの運営費の補
助 

生活文化課

緊急一時保護宿泊費等の支援 生活文化課

緊急一時保護事業 生活文化課

被害女性の自立のための支援
生活文化課
生活福祉課

ドメスティッ
ク・バイオレン
スの防止と被
害者支援 

配偶者や恋人等親密な
関係にある男女間の暴
力であるＤＶについ
て、理解を広めるため
の講演会・学習会等等を
開催します。 
また、被害にあった女
性が、的確な対応を受
けられるよう、専門性
をもった相談員を配置
したり、緊急に一時避
難できる場所の確保に
努めます。 

配偶者暴力防止対策基本計画策
定の検討 

生活文化課

暴力の防暴力の防止に関するに関する市職員職員・教
員への啓員への啓発・研修・研修

職員課
教育指導課
生活文化課

教育相談・スクールカウンセラ
ーなどによる相談窓口の充実 

教育指導課

苦情処理機関設置の検討（セクシ
ュアル・ハラスメントに対する相談
や申し立てを含む）〔⑥⑮にも掲
載〕 

生活文化課

セクシュアル・ハラスメント等
の訴訟費用の貸付制度導入の検
討〔⑥にも掲載〕 

生活文化課

市内事業所への意識啓発
産業振興課
生活文化課

セ ク シ ュ ア
ル・ハラスメン
ト、ストーカ
ー、性暴力等へ
の適切な対応 

人権を侵害するセクシ
ュアル・ハラスメント、
ストーカー、性暴力な
どの被害防止に向け
て、啓発や相談体制の
充実を図ります。 
また、警察・東京都な
どの関連機関との連携
を目指します。 

緊急一時保護宿泊費等の支援 生活文化課

区分：新規 ＝　　 継続 ＝　　　拡充 ＝　　　　　網掛けは重点的な取り組み
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生涯を通じて健康な生活を送ることができるように、女性も男性もそれぞれのからだについて

十分理解し、自分の健康についての自己決定という人権尊重と、自分と自分以外の人を大切にで

きる意識をもつことが必要です。

また、女性は、妊娠や出産をする可能性があり、男性とは異なった健康上の問題に直面します。

市では、生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう、性や生殖をめぐる健康上の問題に対

しての情報提供や支援を行います。
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性と生殖に関する健康支援13

■ 西東京市における性感染症に関する認知の実態

20歳代男性の3割、

30歳代男性の4割

は、性感染症の予防

法を知らない。 

性に関する病気の認知状況  性感染  

名前は聞いたことがあ
る

予防の方法まで知って
いる

知らない 無回答

(%)

TOTAL

女性　計

20歳代女性

30歳代女性

40歳代女性

50歳代女性

60歳代女性

男性　計

20歳代男性

30歳代男性

40歳代男性

50歳代男性

60歳代男性

サンプル数

817

482

66

119

106

88

102

323

51

62

73

72

64

34.8

36.9

30. 3

37.0

29.2

33.0

52.9

31.0

29.4

38.7

31.5

27.8

28.1

62.4

60.6

68.2

63.0

68.9

62.5

42.2

65.9

66.7

59.7

65.8

72.2

64.1

1. 5

1. 5

1. 5

0. 0

0. 9

2. 3

2. 9

1. 5

0. 0

1. 6

2. 7

0. 0

3. 1

1. 3

1. 0

0. 0

0. 0

0. 9

2. 3

2. 0

1. 5

3. 9

0. 0

0. 0

0. 0

4. 7

資料：男女平等市民意識調査（平成19年度）

①からだと性に関する正確な情報の提供

②女性専門医療の充実に向けた取り組み
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施策 施策の内容 主な取り組み 区分 主たる担当課

発達に応発達に応じた性教育た性教育の充実充実
〔②にも掲載〕

教育指導課
生活文化課

性と生殖に関する情報の提供
子ども家庭支援
センター 

子ども家庭支援
センター 

生活文化課 

からだと性に
関する正確な
情報の提供 

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツの概念が
社会に根づくよう、多
様な機会を通じて情報
の提供を行います。ま
た、幼児期・思春期か
ら成人期にいたるま
で、発達に応じて、性
に関する正しい知識を
身に付けられるよう努
めます。 

性感染症予防に関する情報提供 健康年金課

女性専門外来に関する情報提供
健康年金課
生活文化課

女性専門外来設置に向けた医療
機関への働きかけ 

健康年金課
生活文化課

子宮がん、乳がん、骨粗しょう
症の予防と検査の充実 

健康年金課

女性専門医療
の充実に向け
た取り組み 

女性特有のからだの不
調や悩みを聞いてもら
える医療機関が身近な
ものとなるよう、情報
の提供を行います。ま
た、女性にとって妊
娠・出産の安全性と快
適さを確保するための
周産期医療の情報提供
に努めます。 

周産期医療サービスに関する情
報提供 

区分：新規 ＝　　 継続 ＝　　　拡充 ＝　　　　　網掛けは重点的な取り組み

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）

いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に産まれ育つことなどが含まれ

ている。また、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じた性と生殖に関する課題は広くあるといわれている。
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ひとり親の多くは、子育てと家計の維持を一人で担っています。しかも家事・育児と仕事の両

立が難しいため、社会的支援を必要とする場合があります。とりわけ女性は就労について、男性

より不利な状況が続いています。その他、高齢者や障がいのある人、その家族など、さまざまな

困難を抱える市民に対して支援していきます。
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援助を必要とするひとり親家庭等への支援の充実14

①ひとり親家庭への支援

②高齢者への生活支援

③障がいのある人への支援

■ 母子世帯の収入実態（平成17年） ―母子世帯の年間平均収入額は全世帯平均の4割程度。

※　ここで言う「収入額」とは、生活保護法に基づく給付、児童扶養手当等の社会保険給付金、就労収入 
（手取り）、別れた配偶者からの養育費、親からの仕送り、家賃・地代など全ての収入の額をさす。 

資料：厚生労働省「全国母子世帯等調査結果の概要（平成16年度）」より作成 

約564564万円万円約564564万円万円

約213213万円万円

約421421万円万円
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施策 施策の内容 主な取り組み 区分 主たる担当課

ホームヘルパーの派遣 子育て支援課

相談窓口の充実
子育て支援課
生活福祉課

ひとり親家庭就労相談 産業振興課

就労援助と雇用促進
子育て支援課
産業振興課

母子家庭の母への就労支援 子育て支援課

ショートステイョートステイ・トワイラ・トワイライトイト
ステイステイ※サーサービスの検ビスの検討

子ども家庭支援
センター 

ひとり親家庭
への支援 

いろいろな責任を一人
で負うために重くなり
がちな負担を軽減する
よう、支援を行います。

一時保育の実施 保育課

高齢者住宅の提供 都市計画課

相談窓口の充実 高齢者支援課

高齢者への生
活支援 

ひとり暮らしの高齢者
が差別されることな
く、住み慣れた地域で
暮らすことができるよ
う支援を行います。建
替え時など住宅の確保
が困難な場合など、安
心・安全な暮らしを支
援します。 

相互協力体制の整備 危機管理室

障がいのある
人への支援 

障がいのある人が差別
されることなく、住み
慣れた地域で暮らすこ
とができるよう支援を
行います。 

西東京市障害者基本計画におけ
る具体的施策の実施 

障害福祉課
関係各課 

区分：新規 ＝　　 継続 ＝　　　拡充 ＝　　　　　網掛けは重点的な取り組み

トワイライトステイ

残業等で保護者の帰宅が遅い場合、児童福祉施設等で夜10時ごろまで預かるサービス。
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Column 5
悩みなんでも相談　－専門相談員が電話と面接で応じますー

西東京市では、日々の暮らしの中で、自分自身のこと、家族のこと、
職場や学校での人間関係、パートナーからの暴力などの悩みに対して、
男女平等推進センター パリテで相談事業を行っています。

○電話
・相談専用　　　　　042-421-2322
・男女平等推進係　　042-439-0075

○所在地
住吉会館内　男女平等推進センター パリテ
〒202-0005 西東京市住吉町六丁目15番6号

お近くの医療機関の検索は以下のページをご利用ください。
★「トップページ」⇒「くらし」⇒「市内医療機関」⇒「診療所」
URL：http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/sinaiiryo/kamoku/index.html 
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